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当社は、2020 年 8 月 14 日付で株式会社一二三書房（以下、一二三書房）との間で締結

した株式交換契約（以下、本株式交換契約）に基づき、2020 年 10 月 1 日を効力発生日と

して、当社を株式交換完全親会社、一二三書房を株式交換完全子会社とする株式交換（以

下、本株式交換）を行うことといたしました。 

本株式交換に関する会社法第 794 条第 1 項及び会社法施行規則第 193 条に定める当社

の事前開示事項は下記のとおりです。 

 

記 

 

１．株式交換契約の内容（会社法第 794 条第 1項） 

別紙１のとおりです。 

 

２．会社法第 768 条第 1項第 2号及び第 3号に掲げる事項についての定めの相当性に関

する事項（会社法 第 794 条第 1項、会社法施行規則第 193 条第 1号） 

別紙２のとおりです。 

 

３．会社法第 768 条第 1項第 4号及び第 5号に掲げる事項についての定めの相当性に関

する事項（会社法 第 794 条第 1項、会社法施行規則第 193 条第 2号） 

該当事項はありません。 

 

４．株式交換完全子会社についての次に掲げる事項（会社法第 794 条第 1項、会社法施

行規則第 193 条第 3号） 

（１）最終事業年度に係る計算書類等の内容 

別紙３のとおりです。 

（２）最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等の内容 

該当事項はありません。 

（３）最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会



社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

該当事項はありません。 

 

５．当社において最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担

その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容（会社法第 794 条第1項、

会社法施行規則第 193 条第 4号イ） 

該当事項はありません。 

 

６．株式交換が効力を生ずる日以降における当社の債務の履行の見込みに関する事項（会

社法第 794 条第 1項、会社法施行規則第 193 条第 5号） 

本株式交換は、会社法第 799 条第 1 の規程により異議を述べることができる債権者

がないため、該当事項はありません。 

 

以上 

  



別紙１ 本株式交換契約の内容 

 

次ページ以降をご参照ください。 

 

 







別紙２ 会社法 768条第 1項第 2号及び第 3号に掲げる事項についての定めの相当性に関す

る事項 

 

当社は、本株式交換における会社法第 768 条第 1 項第 2 号及び第 3 号に掲げる事項につ

いて、 以下のとおりこれを相当と判断いたしました。 

 

１． 交換対価の総数又は総額の相当性に関する事項 

① 本株式交換に係る割当ての内容  

  当社 

（株式交換完全親会社） 

一二三書房 

（株式交換完全子会社） 

本株式交換に係る割当比率 １ １ 

本株式交換により交付する株式数 当社普通株式：60,000 株（予定） 

（注１）一二三書房の普通株式１株に対して、当社普通株式１株を割当て交付いたし

ます。ただし、当社が保有する一二三書房の普通株式（令和 2 年 8 月 14 日現

在 120,000株）については、本株式交換による株式の割当は行いません。 

（注２）当社普通株式：60,000株（予定） 

 （本株式交換にあたり、新たに普通株式を 60,000株発行する予定であります。） 

 

② 本株式交換に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

一二三書房は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。 

 

③ 本株式交換に係る割当ての内容の算定の考え方  

当社の株式価値については、当社が東京証券取引所に上場していることから、市

場価格を参考に、市場株価平均法に基づき算定いたしました。具体的には、2020 年

7 月 31 日を評価基準日とし、東京証券取引所における評価基準日以前 3 ヶ月の終値

平均株価を算定の基礎として行った結果、１株当たりの価額について 500 円を採用

いたしました。 

これに対し、一二三書房の株式価値については、同社が非上場会社であるため公

正性・妥当性を確保するため独立した第三者機関であるリライル会計事務所にその

株価算定を依頼し、ディスカウント・キャッシュ・フロー法（DCF 法）等に基づき

分析・算定された評価結果の提出を受けております。 

かかる算定結果を参考とし、当社及び一二三書房は、両社の財務状況及び業績動

向を踏まえながら、本株式交換比率について慎重に協議・交渉を重ねた結果、上記(1)

記載のとおり、一二三書房普通株式 1 株に対して、当社普通株式 1 株を割当てるこ

とと決定いたしました。当該割当比率は、上記会計事務所による評価結果に沿うも

のであると思料致します。 



また、算定機関であるリライル会計事務所は、当社及び一二三書房の関連当事者

には該当せず、特別な利害関係はありません。 

なお、株式交換比率の算定の前提として、当社及び一二三書房が大幅な増減益に

なることや資産・負債の金額が直近の財務諸表と比べて大きく異なることなどは見

込んでおりません。  

 

２． 当社の資本金及び準備金の額に関する定めの相当性に関する事項 

本株式交換により増加する当社の資本金及び準備金の額は、会社計算規則第 39 条の

規定に従い、当社が決定いたします。これは会社計算規則及び公正な会計基準に基づ

き、かつ当社資本の状況等を総合的に判断した上で決定したものであり、相当である

と考えます。 

 

３． 株式交換対価として当社普通株式を選択した理由 

当社の普通株式は、東京証券取引所に上場され流動性が確保されており、また本株

式交換により完全親子会社関係が形成されその結果、当社及び一二三書房の企業価値

向上が図られるものであることに鑑み、当社普通株式を交換対価とすることが適切で

あると判断しました。 

 

４． 完全子会社と完全親会社が共通支配下関係にあるとき、完全子会社の株主の利益を

害さないように留意した事項 

該当事項はありません。 

 

  



別紙 ３ 株式交換完全子会社の最終事業年度に係る計算書類の内容  

 

次ページ以降をご参照ください。 


























